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←←事業所全体で常用雇用従業者数が３０１人以上の場合、

申請できません。 

※ 訂正がある場合は、訂正を要する部分に二線を朱書き
し、その二線の側に申請者本人の署名をし、正書するこ
とにより対応することとします。ただし、様式に申請等を行
う本人の押印（法人の場合にあっては、代表者印によ
る。）がされている場合については、署名に代えて同一の
印鑑による押印をすることによっても対応可能とします。 

※ 修正液等は使用できません。 

←←情報公開について、いずれかに☑チェックしてくださ

い。 

←←記入しないでください。 

提出書類 

 
(1) 厚木市障害者雇用奨励交付金交付申請書 

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は 

精神障害者保健福祉手帳の写し 

(3) 雇用保険被保険者証の写し 

(4) 障害者雇用内訳書 

(5) 役員等一覧表 

(6) 請求書 

 

←←交付対象者となる人数のみ記入してください。 

←←記入しないでください。 

内訳書が足りない場合は、コピーして 
ご使用ください。 


